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「利根川流域別下水道整備総合計画検討委員会」規約 

 

（設置） 

第１条 環境基本法（平成５年１１月法律第９１号）第１６条に基づく水質汚濁に係る環境基準の 

類型指定がされた利根川の水域について、下水道法（昭和３３年４月法律第７９号）第２条の２に 

規定する流域別下水道整備総合計画（以下「計画」という。）の基本方針を策定するため、「利根 

川流域別下水道整備総合計画検討委員会」（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（掌握事務） 

第２条  委員会は、次に掲げる利根川流域別下水道整備総合計画の基本方針策定に関する事項を掌 

握する。 

１．計画の基本方針策定に関する企画、調査及び研究に関すること。 

２．計画の基本方針策定に関する関係部局間の調整に関すること。 

３．その他、計画の基本方針策定に関し必要な事項に関すること。 

 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長、委員及び専門委員（アドバイザー）をもって組織する。 

１．委員長は、関東地方整備局企画部長をもってあてる。 

２．委員は、別紙－１に掲げる職にある者をもってあてる。 

３．委員長は、会務を掌握し、委員会を代表する。 

 

（幹事会） 

第４条 委員会に利根川流域別下水道整備総合計画検討委員会幹事会（以下、「幹事会」という。） 

を設置する。 

１．幹事会は、委員会の決定した方針に基づいて必要な業務を執行する。 

２．幹事会は、幹事長、幹事及び専門幹事（アドバイザー）をもって組織する。 

３．幹事長は、関東地方整備局企画部広域計画課長をもってあてる。 

４．幹事は、別紙－２に掲げる職にある者をもってあてる。  

５．幹事長は、必要があるときは幹事会に幹事以外の者の出席を求めることができる。 

 

（作業部会） 

第５条 本委員会の円滑な運営を図るため利根川流域別下水道整備総合計画作業部会（以下、「作業 

部会」という。）を設置する。 

１．作業部会の部会長には関東地方整備局企画部広域計画課長補佐があたるものとする。 

    ２．部会長は、必要に応じて作業部会を招集し、委員会で審議するための基礎資料等を作成する 

ために必要な事項の調整を行うこととする。 

 

（事務局） 

第６条 委員会、幹事会及び作業部会の事務は、関東地方整備局企画部広域計画課において処理す 

る。 

 

（雑則） 

第７条 この規約に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、第３条に規定する委員会で 

の合意を経て、委員長が別に定める。 

 

（付則） 

第８条 この規約は、平成１９年１０月２５日から施行する。 

平成２２年１月１２日一部改訂。 

令和４年１１月２４日一部改訂。 
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別紙－１ 

「利根川流域別下水道整備総合計画検討委員会」 

令和６年４月１日現在  

委  員 

 茨城県 県民生活環境部環境対策課水環境室長  鹿志村 浩行 
  土木部河川課長 矢 内  勝浩 
  土木部都市局下水道課長 長 山  公信 

 栃木県 環境森林部環境保全課長 高 梨  真紀 
  県土整備部河川課長 細 井  俊一 
  県土整備部上下水道課長                   大 塚  功司 

 群馬県 環境森林部環境保全課長 畠 中  一彦 
  県土整備部河川課長 小 川  純子 
  県土整備部下水環境課長 益 満  義博 

 埼玉県 環境部水環境課長 堀 口  郁子 
  県土整備部河川砂防課長 中 須賀  淳 
  下水道局下水道事業課長 水 橋  正典 

 千葉県 環境生活部水質保全課長 田 中  崇 
   県土整備部河川環境課長 森 川  陽一 
   県土整備部都市整備局下水道課長 島 田  將士 

 千葉市 環境局環境保全部環境規制課長 工 平  晴俊 
建設局下水道企画部総合治水課 森  春 仁 
建設局下水道企画部下水道経営課長 吉 井   信 

 関東地整 企画部長（委員長） 渡 邊  良一 
  企画部環境調整官 森山  祥文 
  企画部広域計画課長 千 葉  直志 
  河川部上下水道調整官 阪 本  敦士 
  河川部地域河川課長 土 屋  秋男 
  河川部広域水管理官 海 津  義和 
  河川部河川環境課長 藤 原  康宏 
  利根川上流河川事務所長 飯 野  光則 
  利根川下流河川事務所長 小 渕  康正 
  霞ヶ浦河川事務所長 山 本  陽子 
  江戸川河川事務所長 小 池  聖彦 
  渡良瀬川河川事務所長 荒 井  満 
  下館河川事務所長 青 木  孝夫 
  高崎河川国道事務所長 杉 崎  光広 
 
専門委員（アドバイザー） 

 国土交通省 水管理・国土保全局 大臣官房参事官 課長補佐 紺 野  晶裕 
 国土交通省 国土技術政策総合研究所 上下水道研究部下水処理研究室長 重村  浩之 
 国立研究開発法人 土木研究所流域水環境研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ水質ﾁｰﾑ上席研究員 岡 安  祐司 
 
事務局 

 国土交通省  関東地方整備局企画部広域計画課 
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別紙－２ 

「利根川流域別下水道整備総合計画検討委員会」幹事会 

    令和６年４月１日現在  

幹 事 

 茨城県 県民生活環境部環境対策課水環境室室長補佐 嘉 成  康弘 
  土木部河川課課長補佐 稲 川  玲 
  土木部都市局下水道課課長補佐 中 村  知尋 

 栃木県 環境森林部環境保全課副主幹 青 木  宏行 
  県土整備部河川課課長補佐 佐 々木  専 
  県土整備部上下水道課係長 青 柳  篤史 

 群馬県 環境森林部環境保全課補佐 大 澤  剛 
  県土整備部河川課係長 岡 部  隼也 
  県土整備部下水環境課係長 小 林  一夫 

 埼玉県 環境部水環境課副課長 吉 原  忍 
  県土整備部河川砂防課主幹 吉 野  実 
  下水道局下水道事業課主幹 石 川  淳 

 千葉県 環境生活部水質保全課副課長 針 谷  謙一 
  県土整備部河川環境課副課長 鈴 木  宏昌 
  県土整備部都市整備局下水道課副課長 齋 藤  健一 

 千葉市 環境局環境保全部環境規制課主査 坂 元  宏成 
建設局下水道企画部総合治水課河川班主査 櫻 井  享 
建設局下水道企画部下水道経営課企画班主査 田 村  壮 

 関東地整 企画部広域計画課長（幹事長） 千 葉  直志 
  企画部広域計画課課長補佐 笠 井  英志 
  河川部河川環境課課長補佐 高 橋  臣夫 
  河川部地域河川課課長補佐 馬 場  省伍 
  利根川上流河川事務所流域治水課長 大 島  秀則 
  利根川下流河川事務所流域治水課建設専門官 田 村  寿昭 
  霞ヶ浦河川事務所湖沼環境課長 増 田  俊則 
  江戸川河川事務所流域治水課長 松 本  在 
  渡良瀬川河川事務所流域治水課長 福 武  淳子 
  下館河川事務所流域治水課長 大 野  光秀 
  高崎河川国道事務所河川管理課長 安 山  桃子 
 

専門幹事（アドバイザー） 

国土交通省 水管理・国土保全局大臣官房参事官流域計画係長 西 村  侑紗 
国土交通省  国土技術政策総合研究所上下水道研究部下水処理研究室研究官 青 葉  隆仁 
国立研究開発法人 土木研究所 流域水環境研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ水質ﾁｰﾑ主任研究員 平 山  孝浩 

 
事務局 

国土交通省  関東地方整備局企画部広域計画課 

 


